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№ 事務事業名 所管部 所管課
評価
結果

評価コメント

1
行政事務処理における官民連携による共同化の研究（行政事務処理
センターの開設）

企画部
企画政策課、情報

政策課
Ａ 　ー

2 市税等の早期収納に向けた「納付書デジタル化」の実施 市民部 納税課 Ｂ
　個人情報のやり取りに不安があるため、セキュリティ面について再度検討すること。全国的に少ない事例のため、情報化推進委員会
において検討すること。

3
市税等の定期納付拡大に向けた「Web口座振替申込受付サービス」
の実施

市民部 納税課 Ａ 　－

4 市税等の定期納付拡大に向けた「クレジット手数料の軽減」の実施 市民部 納税課 Ａ 　先進自治体の状況をよく確認の上、実施すること。

5 自然環境学習ツアー 産業環境部 環境政策課 Ａ
　事業実施に当たっては日程調整等、様々な課題への対応が必要となる。事前に関係部署との調整を十分に行い、課題を整理しておく
こと。

6 チューリップ球根植付体験 産業環境部 産業振興課 Ａ 　関係部署との調整を十分に行い、実施内容の工夫をお願いしたい。

7 未来に残す農地プロジェクト 産業環境部 産業振興課 Ａ 　－

8 児童発達支援センターに対する運営費の補助 福祉健康部 障害福祉課 Ａ 　－

9 ケアプランデータ連携システム活用促進事業の実施 福祉健康部 高齢福祉介護課 Ａ 　－

10
窓口業務における多言語対応・音声筆談機能搭載タブレット端末の
導入

福祉健康部 障害福祉課 Ａ
・導入に当たっては、福祉健康部全体の必要性や筆談対応の件数等を把握しておく必要がある。
・他部署で導入している既存システムを共有することも検討すること。

11 産婦健康診査・１か月児健康診査に係る費用の助成制度の実施 子ども家庭部 こども家庭センター Ａ 　ー

12
児童館の開館時間延長による中・高校生世代の居場所づくり事業の
試行実施

子ども家庭部 子育て支援課 Ａ 　ー

13 バースデーサポート事業の充実 子ども家庭部 こども家庭センター Ａ 　出生順位の確認について、事業者と協力して円滑に実施すること。

14 空家実態調査の実施 まちづくり部 建築課 Ａ
　空家となっている土地の所有者の相続人が見つからない「所有者不明土地」が社会的にも問題となっている。委託業者に相続人調査
の権限が付与されているかどうか、法的根拠を確認すること。

15 統合型及び公開型GIS（地理情報システム）の導入 まちづくり部 都市計画課 Ａ 　－

16 路面下空洞調査実施計画の策定 まちづくり部 土木課 Ａ 　今般の社会情勢を踏まえ、最優先となる市役所通りは、令和10年度からではなく、令和9年度からの実施について検討すること。

令和７年度行政評価（新規事務事業評価）結果一覧表　審議数：28件



№ 事務事業名 所管部 所管課
評価
結果

評価コメント

17 動物公園飼育環境整備推進事業（動物獣舎整備及び備品等の購入） まちづくり部 土木課 Ａ 　獣舎の改修については、令和7年度に策定予定の動物公園の管理運営計画も踏まえ、計画的に実施すること。

18 小規模公園機能転換事業 まちづくり部 土木課 Ａ 　事業の実施に当たっては、開発行為に伴う緑化事業の基準について、よく確認すること。

19 上下水道事業包括的民間委託導入可能性調査の実施 上下水道部
上下水道業務課、
上下水道設備課

Ａ 　事業費が多額であることから、国の補助額（40,000千円）の範囲内で実施できるよう工夫すること。

20 公共下水道（雨水）管内面調査の実施 上下水道部 上下水道設備課 Ａ 　事業費が多額であることから、新たな補助の創設等について、国の動向を注視すること。

21 校内の安全対策設備（門扉の自動解施錠・インターホン等）の整備 生涯学習部 生涯学習総務課 Ａ 　ー

22 不登校の未然防止のための校内別室支援の充実 生涯学習部 教育相談室 Ａ 　―

23 まいまいず井戸保全事業 生涯学習部 郷土博物館 Ａ 　樹木剪定に加え、法面の維持補修についても安全性を確保すること。

24 民間事業者による放課後子ども教室事業の運営（試行実施） 生涯学習部 生涯学習推進課 Ａ
　地域の担い手が不足している現状もあるため、指導員の意見も吸い上げて、より良い取組にすること。また、学童クラブの対象学年
の拡大とも関連するので、併せて検討を進めること。

25
障害者スポーツ・レクリエーション体験教室の実施［子供の未来を
育む「体験活動」推進事業］

生涯学習部 スポーツ推進課 Ａ 　ー

26
地域連携による子供の創造力を育むクリエイティブ体験事業［子供
の未来を育む「体験活動」推進補助事業］

生涯学習部 生涯学習推進課 Ａ 　ー

27
デジタルとリアルによる人生100年時代のウェルビーイング向上事
業［子供・長寿・居場所区市町村包括補助事業「Choju」メ
ニュー］

生涯学習部 生涯学習推進課、図書館 Ａ 　ー

28
子供参加型鑑賞体験事業［子供の未来を育む「体験活動」推進補助
事業］

生涯学習部 生涯学習推進課 Ａ 　インクルーシブ映画会について、障害の有無にかかわらず、すべての子どもを対象としてはどうか。

※掲載順は、各部の優先順位順

※評価区分　A：実施が妥当　B：要再検討　C：実施しない

※各事務事業の事業内容等については、評価実施時点の内容であり、令和８年度における実際の事業内容等と異なる場合があります。



所管部課
企画部・企画政策課、情報政策

課

№ 事務事業名 事務事業の内容等

　行政事務処理における官民連携による共

同化の研究（行政事務処理センターの開

設）
事業費

背景・目的 人件費

合計

国庫支出金

都支出金

市債

その他特定財源

一般財源

合計

A

　－

277

　今後、全国的に本格的な人口減少の時代

を迎えることが予測され、持続可能な行政

運営を確立する必要があるが、単独の自治

体で取り組むことは容易ではない。

　他市において、事務事業の共同処理によ

り効率化を図っている事例があることを踏

まえ、福生市、あきる野市及び共同事務処

理センター立ち上げ実績のある民間企業と

の連携により、各市において個々に実施し

ている事務事業を集約し、共同処理を行う

ことで事務の効率化を図り、将来的に安定

的な行政運営を継続することを目的とし

て、行政事務処理における共同化の研究を

行う。

5,277

財

源

内

訳

0

0

0

効

率

性
（

手

法
）

1

　福生市、あきる野市及びＴＯＰＰＡＮ

株式会社と連携し、令和８年度から令和

１０年度までの３か年にわたり、行政事

務処理における共同化の研究を行う。ま

た、研究を通して、事務の共同化、共同

調達等による委託料の低減やアウトソー

シング可能な業務の増加及び共同化した

事務を処理する「共同事務処理セン

ター」の立ち上げについて検討を行って

いく。

【令和８年度】

・行政事務処理の共同化の研究

・先進市(福岡県北九州市)の視察によ

り、共同化への経緯や課題などを情報収

集し、共同化検討の下地作りを実施。

・課題や今後のＢＰＯの可能性等、共同

化を見据えて、羽村市課税課、福生市介

護福祉課及び課税課で過去に実施した

BPRについて、実務者レベルのフォロー

アップを実施。

・都が掲げる、組織横断的に業務の見直

しや行政手続きのデジタル化を進める

「BPX（ビジ　ネス・プロセス・トラン

スフォーメーション）」について調査・

研究。

【令和９年度】※詳細な内容は令和８年

度に協議・決定

・行政事務処理業務の選定

・共同処理に向けたフロー等の整理

【令和10年度】※詳細な内容は令和９年

度に協議・決定

・共同行政事務処理センターの立ち上げ

準備

・立ち上げまでのロードマップの作成

総

事

業

費

5,000

妥

当

性

　人口減少・少子高齢化の進行、社会経済状況の変

化等により、各自治体では職員の確保に苦慮してお

り、将来、これまでと同様の職員体制で事務処理を

行っていくことは困難になることが予想される。事

務処理の共同化は、これらの問題を解消し、将来に

わたって持続可能な行政経営基盤の確立につながる

可能性があり、近隣市と連携して研究を行うことは

有効である。

　他の自治体での実践経験のある民間企業と連携す

ることで、効果的・効率的に研究を行うことができ

る。

　また、財政面では、多摩・島しょ広域連携活動助

成金の活用により、一般財源の負担なしで事業を実

施することができる。
5,000

277

5,277

区分
令和7年度

経費概要(千円)

事務事業の分析

（所管課長評価）
評価コメント及び指示事項



所管部課 市民部・納税課

№ 事務事業名 事務事業の内容等

　市税等の早期収納に向けた「納付書デジ

タル化」の実施
事業費

背景・目的 人件費

合計

国庫支出金

都支出金

市債

その他特定財源

一般財源

合計

B

　個人情報のやり取りに不安が

あるため、セキュリティ面につ

いて再度検討すること。全国的

に少ない事例のため、情報化推

進委員会において検討するこ

と。2,132

　市税等（市税、国民健康保険税、後期高

齢者医療保険料及び介護保険料）の納付

は、口座振替やクレジット払いを導入して

いるものの、納付書は紙ベースである。

　紛失等で納付書を持っていない納税者に

対し、納付書を郵送する場合には３～５日

程度の送付期間を要しているが、デジタル

化した納付書をSMSで送信することで、納

税者がその日のうちに納付することを可能

にし、市民の利便性向上と市税等の早期収

納を図る。

2,932

財

源

内

訳

0

800

0

効

率

性
（

手

法
）

2

実施内容

　納付書のデジタル化

　既存のコンビニバーコード納付書をデ

ジタル化し、紙の納付書が不要なコンビ

ニバーコード納付を実現する。デジタル

化されたバーコードデータは催告書など

への印刷や、SMSに添付して送付するこ

とが可能となる。

・対　象：市民税、固定資産税、軽自動

車税、国民健康保険税、介護保険料、後

期高齢者、医療保険料

・対象者：納期限後の納付者数（年間約

25,000件・人）

実施スケジュール

　令和8年4月：実証試験（少数対象）

　令和8年6月：本格運用

利用方法

　納税者は電子納付情報（リンク先また

は二次元バーコード）を受け取った後、

コンビニ窓口での納付のほか、スマート

フォンやパソコンを利用して、自宅や外

出先など、いつでも・どこでも納税する

ことができる。

総

事

業

費

800

妥

当

性

　第六次長期総合計画に掲げる「安定的な歳入の確

保」に直結し、スマートフォン普及率90%超の現代

において市民ニーズに合致している。納期限後の早

期納付による徴収コストの削減が見込まれ、妥当で

ある。

　実証試験としての特別価格により初期費用80万円

と低コストで導入可能である。

　民間の市場では一般的ではあっても、公租公課で

は全国初の試みとなる。このため、セキュリティ対

策やシステム運用などのマニュアルを整備する必要

がある。デジタル化により24時間納付環境を提供す

ることで、市民サービス向上と事務効率化を同時実

現する最適な手法である。

0

2,132

2,932

区分
令和7年度

経費概要(千円)

事務事業の分析

（所管課長評価）
評価コメント及び指示事項



所管部課 市民部・納税課

№ 事務事業名 事務事業の内容等

　市税等の定期納付拡大に向けた「Web口

座振替申込受付サービス」の実施
事業費

背景・目的 人件費

合計

国庫支出金

都支出金

市債

その他特定財源

一般財源

合計

A

　－

16,882

　本市の市税等は、約8割が納期限内に納付

されており、最も利用の多いコンビニ窓口

での納付にかかる手数料は、1件約80円で

あり年度当たり約678万円の負担となって

いる。口座振替の収納手数料は1件当たり約

11円で、納期限内の納付率が95%と非常に

高い。

　しかし、口座振替は、金融機関窓口での

書面手続き又は市役所での専用端末操作が

必要であり手続きが煩雑である。

　このため、口座振替の利用は減少傾向に

あり、口座振替の利用率は20.0％、定期納

付の利用率は21.3％と、近隣や類似団体よ

り低い状況にある。

　口座振替の利用率を向上させるため、

「Web口座振替申込受付サービス」を開始

する。

　※定期納付とは、口座振替とクレジット

カード定期納付を合わせたものである。

28,197

財

源

内

訳

0

9,136

0

効

率

性
（

手

法
）

3

●実施内容

「Web口座振替申込受付サービス」の導

入

　パソコン・スマートフォンから24時間

口座振替の申込を可能にし、市と金融機

関の申込受付処理を同時に行うサービス

により、手続きを簡素化する。

・対象金融機関

　ゆうちょ銀行、りそな・埼玉りそな銀

行、三井住友銀行、中央労働金庫、西武

信用金庫

※ 対象外金融機関

　システム未導入：多摩信用金庫、青梅

信用金庫、大東京信用組合、西多摩農協

等

　システム利用料が高額で費用対効果が

見込まれない：三菱UFJ銀行、みずほ銀

行

・実施時期：令和8年5月～7月から開始

●導入作業

　web口座振替申込受付サービスの契約

及び受付サイトの構築、対象金融機関と

の利用調整（契約及び金融機関内テス

ト）

●対象者・対象世帯数

・対象者：市税等を普通徴収（納付書払

い）で納付している全世帯

・対象納税者数：約20,000件・人

●周知方法

・令和8年5月の納税通知書に制度改正案

内を同封

・広報はむらや市公式サイトで周知

・市役所窓口で個別案内

総

事

業

費

11,315

妥

当

性

　羽村市の定期納付利用率21.3％は近隣団体より低

く、年間約678万円のコンビニ手数料負担が発生し

ている。多摩地域26市中4市が既に導入し効果を上

げており、デジタル化推進による市民サービス向上

と行政効率化を図る本事業の実施は妥当である。

　Web口座振替申込サービスの導入により24時間申

込が可能となり、市が行っている金融機関窓口に関

する業務削減の効果が期待される。定期納付の促進

により年間約124万円の削減が見込まれる。東京都

国民健康保険保険給付費等交付金特別交付金（都繰

入金２号分）の活用により費用対効果にも優れてい

る。0

19,061

28,197

区分
令和7年度

経費概要(千円)

事務事業の分析

（所管課長評価）
評価コメント及び指示事項



所管部課 市民部・納税課

№ 事務事業名 事務事業の内容等

　市税等の定期納付拡大に向けた「クレ

ジット手数料の軽減」の実施
事業費

背景・目的 人件費

合計

国庫支出金

都支出金

市債

その他特定財源

一般財源

合計

A

　先進自治体の状況をよく確認

の上、実施すること。

16,450

　本市の市税等は、約8割が納期限内に納付

されており、最も利用の多いコンビニ窓口

での納付にかかる手数料は、1件約80円で

あり年度当たり約678万円の負担となって

いる。クレジットカード定期納付の手数料

は1件当たりは決済額（税額）の0.1％で、

納期限内の納付率が98％と非常に高い。

　しかし、クレジットカード定期納付の手

数料（税額の約1％）は、ほぼ全額を納税者

が負担している。

　このため、クレジットカード定期納付の

利用率は1.3％と横ばいで推移しており、定

期納付の利用率は21.3％と、いずれも近隣

や類似団体より低い状況にある。

　クレジットカード定期納付の利用率を向

上させるため、「クレジット手数料」の軽

減を図る。

　

 ※クレジットカード定期納付とは、クレ

ジットカードによる納期毎に継続的に課金

する決済方法。

17,105

財

源

内

訳

0

0

0

効

率

性
（

手

法
）

4

●実施内容

　クレジットカード定期納付の手数料負

担軽減

 　クレジットカード定期納付の手数料

（税額の約1％）の負担割合を現行の

「納税者99：市1」から「納税者50：市

50」に変更し、納税者の実質負担を、そ

の他の納付方法と同程度に軽減する。

　負担軽減例：年間3万円の納付の場

合、本人の手数料負担300円 →150円

※ 他の納付方法と同様に手数料を市の負

担とする（平均的なクレジットカードポ

イント還元分0.5%相当を自己負担とし

て、実質的自己負担をゼロとする）

・実施時期：令和8年5月～7月から開始

●導入作業

　クレジット定期納付の決済手数料額計

算表の修正

●対象者・対象世帯数

・対象者：市税等を普通徴収（納付書払

い）で納付している全世帯

・対象納税者数：約20,000件・人

●周知方法

・令和8年5月の納税通知書に制度改正案

内を同封

・広報はむらや市公式サイトで周知

・市役所窓口で個別案内

総

事

業

費

655

妥

当

性

　羽村市のクレジット定期納付の利用率は1.3％と

低い、また、利用の多いコンビニ窓口での納付は１

件約80円の手数料負担が発生している。クレジット

決済の手数料負担軽減は市民ニーズに合致し、

キャッシュレス化推進による市民サービス向上と行

政効率化を図る本事業の実施は妥当である

　手数料負担を「納税者99：市1」から「納税者

50：市50」に変更し、納税者負担を軽減する。定

期納付促進による手数料や印刷費等の削減とクレ

ジット定期納付の納期限内納付率の高さ（98％）が

納付に活かされる。徴収事務効率化と税収確保を実

現する手法として適切である。

0

17,105

17,105

区分
令和7年度

経費概要(千円)

事務事業の分析

（所管課長評価）
評価コメント及び指示事項



所管部課 産業環境部・環境政策課

№ 事務事業名 事務事業の内容等

　自然環境学習ツアー

事業費

背景・目的 人件費

合計

国庫支出金

都支出金

市債

その他特定財源

一般財源

合計

A

　事業実施に当たっては日程調

整等、様々な課題への対応が必

要となる。事前に関係部署との

調整を十分に行い、課題を整理

しておくこと。848

　羽村市と北杜市のそれぞれの自然環境の

中で、森林の役割や重要性を理解し、大切

にする豊かな心を育み、環境保全意識の醸

成を図るため、自然に触れることの楽しさ

や自然を守ることの大切さなどを学ぶ機会

とするとともに、世代間交流を通じて、将

来的に市内で環境活動を実践する環境リー

ダーを育成する機会とすることを目的とし

て、令和７年度から羽村市内及び北杜市で

自然環境を直接学ぶ事業を実施している。

　令和8年度からは、北杜市内での活動を2

日間とすることで、自然環境学習の時間を

拡充するとともに、北杜市の子どもたちと

の交流の時間を増やし、食事や宿泊といっ

た集団生活を通して協調性や自律性を育む

プログラムとする。

1,899

財

源

内

訳

0

0

0

効

率

性
（

手

法
）

5

【対象者】リーダー5人（高校1年生から

25歳頃まで）、参加者15人（小学5年生

から中学生3年生）市内在住・在学（在

勤）

【募集人数】20人

【実施時期】7月下旬（羽村市内の活

動）及び8月6日～7日（北杜市内の活

動・宿泊）

【参加費】1人6,000円

【旅費】42千円

【委託料】693千円

【消耗品費】50千円

【バス借上料】266千円

【行程案】別紙のとおり

総

事

業

費

1,051

妥

当

性

　若い世代を対象とした体験型の環境学習活動は、

第二次羽村市環境とみどりの基本計画にも位置付け

ており、自然や環境に目を向け考えることができる

人材を育成する機会となる。

　森林の役割や大切さを子どもたちに伝えていくこ

とに主眼を置くことで、木材利用の促進や普及啓発

といった森林環境譲与税の主旨とも合致し、財源と

して活用できることから、市の将来を担う人材育成

の観点、森林環境譲与税の有効活用の観点から妥当

である。

　また、学習会場を姉妹都市の北杜市とすることに

加え、北杜市の子供たちとの交流も図るプログラム

を組み込むことで、姉妹都市の絆を感じる事業とし

ても有意義な事業となる。

　森林を所有している団体を講師とすることで、当

日の天候に合わせた様々なプログラムの実施が可能

であり、座学、森林でのフィールドワークや体験学

習などプログラム全てを所有地内で実施すること

で、移動時間の短縮も図れるため、効率的な手法で

ある。

　また、参加者１人６千円を参加費とし、その他の

部分は森林環境譲与税を充当することで、一般財源

負担なく事業を実施することができる。

1,051

848

1,899

区分
令和7年度

経費概要(千円)

事務事業の分析

（所管課長評価）
評価コメント及び指示事項



所管部課 産業環境部・産業振興課

№ 事務事業名 事務事業の内容等

　チューリップ球根植付体験
事業費

背景・目的 人件費

合計

国庫支出金

都支出金

市債

その他特定財源

一般財源

合計

A

　関係部署との調整を十分に行

い、実施内容の工夫をお願いし

たい。

162

　市の観光事業であるはむら花と水のまつ

りの後期「チューリップまつり」準備のた

め、毎年市内の幼稚園・保育園児や小学生

を始め、延べ500人以上のボランティアが

球根の植付を行っている。この大規模な植

付については、まつり当日に来訪するだけ

では分からない達成感がある。この植付体

験を広くPRし、市外からの参加者を募り、

その後、観光事業である「チューリップま

つり」にも再来訪してもらうことで、農地

の多面的機能の一つである「体験学習の

場」として、広い農地が少ない都内の子供

たちに貴重な農業体験の機会を提供すると

ともに、関係人口の増加を図る。

2,162

財

源

内

訳

0

2,000

0

効

率

性
（

手

法
）

6

　市内の小中学生や幼稚園・保育園児の

ほか、都内在住の小・中学生がいる家族

向けにターゲットを絞ったPRを行い、

チューリップ球根の植付体験参加者を募

集する。

【対象等】

対象：市内在住の保育園・幼稚園児100

名程度、都内在住の子育て中の家族（10

家族）

事業内容：植付体験募集のPR（SNS広

告、旅行冊子等）、球根植付時の対応

（希少品種の植付）、参加賞の配布

総事業費：2,000千円（広告費700千

円、消耗品費300千円、球根購入費

1,000千円）

総

事

業

費

2,000

妥

当

性

　東京都の「子供の未来を育む『体験活動』推進区

市町村支援事業」を活用し、一団の農地が残る羽村

市で球根の植付が出来る貴重な体験を、普段畑に触

れることが少ない都内の子供たちに体験させること

は都の支援事業と照らし合わせ妥当である。また、

市街地に5ha以上の一団の農地が残る場所は貴重で

あり、市の財産としてだけではなく東京都全体とし

ても貴重なものとして認識してもらう。

　球根の植付については既存事業で行っているが、

新たに市外の方を対象として募集を行い、植付ボラ

ンティアが増えることは望ましい。また、植付に参

加した家族が改めてチューリップが咲く春に市を訪

れる可能性も増え、関係人口の増加が望める。さら

に、東京都の補助事業が活用できることから、高騰

している球根の購入費に充てることも出来、予算面

としても効率的である。

0

162

2,162

区分
令和7年度

経費概要(千円)

事務事業の分析

（所管課長評価）
評価コメント及び指示事項



所管部課 産業環境部・産業振興課

№ 事務事業名 事務事業の内容等

　未来に残す農地プロジェクト
事業費

背景・目的 人件費

合計

国庫支出金

都支出金

市債

その他特定財源

一般財源

合計

A

　－

323

　市内の農地は、相続等を原因として年々

減少を続けている。さらに農家数の減少や

農業従事者の高齢化等、都内全域に目を向

けても農地を取り巻く環境は、これまで以

上に厳しい局面を迎えている。

　そこで、市内農業者が行う現況非農地か

ら農地への転換や、遊休農地や低利用農地

の再生、農地が持つ多面的機能を発揮する

ために必要な施設整備、農的空間を確保す

るための整備、農地保全に資するソフト事

業に対し支援することで、農地の確保及び

保全、その有効活用を図っていく。

4,323

財

源

内

訳

0

4,000

0

効

率

性
（

手

法
）

7

　現況非農地を整地・整備し、農地等の

面積を増加させる整備（農地創出）や貸

借・購入等した遊休農地を再生利用する

ための整備（農地再生型）などに対する

補助事業を実施する。

　事業の実施に当たっては、東京都の要

綱に基づき市要綱を制定する。

【令和8年度の内容】

補助対象者：市内農業者

対象事業：購入した遊休農地を再生利用

するための整備（樹木の伐根、整地）

場所：瑞穂町長岡長谷部

整備面積：3,000㎡

事業費：6,600千円（都費4,000千円、

市費0円、自己負担2,600千円）

補助率：2/3（都費10/10）

補助上限額：4,000千円

総

事

業

費

4,000

妥

当

性

　市内農地は減少している中、自身では耕作できず

借りてくれる農業者を探しているが、石が多かった

り果樹が生えているなど、貸借に障害となっている

ケースがある。市内農地の貸借を進め農地保全を図

る観点から、市で新たに要綱を制定し、農業者に対

し補助を行うことは妥当である。また、市外農地の

整備についても、市内農業者の農業収入増加や地産

地消の促進につながることから、市外農地を対象に

事業を行うことも妥当である。

　活用が少ない農地の再生が図れること、非農地を

農地に転換できることなど、要綱を制定しておくこ

とで今後、幅広い事業展開が可能となる。また、本

事業は補助事業であるが、市が補助金の上乗せをす

る必要がないことから、次年度の整備については、

市の財政負担がなく農地の再生等が図れる。

0

323

4,323

区分
令和7年度

経費概要(千円)

事務事業の分析

（所管課長評価）
評価コメント及び指示事項



所管部課 福祉健康部・障害福祉課

№ 事務事業名 事務事業の内容等

　児童発達支援センターに対する運営費の

補助
事業費

背景・目的 人件費

合計

国庫支出金

都支出金

市債

その他特定財源

一般財源

合計

A

　－

99

 　児童発達支援センターは、地域における

障害児支援の中核的機能を担う施設とし

て、障害のある未就学児に対する専門的な

療育支援を提供するとともに、地域の障害

児やその家族への相談支援や、障害児が通

所する事業所等への助言などを行うもので

ある。

　国の指針では、児童発達支援センターを

各市町村又は各圏域に少なくとも１か所以

上を設置することが基本とされている。そ

れを踏まえ、羽村市においても、障害児福

祉計画において、令和8年度末までに児童発

達支援センター1箇所の設置を目指してい

た。

　こうした中で、障害児通所支援事業等に

携わる市内の社会福祉法人が、児童発達支

援センターの設置を行っていくこととなっ

た。児童発達支援センターは、障害児支援

を進める上で、重要な役割を果たす施設と

なることから、円滑な運営継続に向けて、

運営費の補助を行いたい。

14,224

財

源

内

訳

0

14,125

0

効

率

性
（

手

法
）

8

　児童福祉法第43条に規定する児童発達

支援センターであって、社会福祉法人等

の営利を目的としない民間法人が市内で

設置運営するものに対し、運営費の一部

を補助する。

　補助基準額については、東京都の障害

者施策推進区市町村包括補助事業の「児

童発達支援センターサービス推進事業」

の補助基準による。なお、実施するサー

ビスにより、補助額は変動する。

＜補助の内容＞

①定員数に応じた基本補助

　定員1人当たり　月額41,300円（定員

20人以下の場合）

②支援内容に応じた努力・実績加算

・障害者等を職員配置基準以外に雇用し

た場合の「障害者等雇用加算」

　１施設当たり　年額435,000円～

1,887,000円の間で総雇用時間に応じ6

段階

・訪問や個別指導を実施した場合の「障

害児早期療育支援加算」

　1人当たり　月額11,610円

・就学前又は卒園後の支援として訪問に

よる個別支援等を実施した場合の「就学

支援加算」

　在園児1人当たり　月額11,610円

　卒園（予定）児1人当たり　年額

46,440円

・福祉サービス第三者評価に係る受審経

費

　1施設　700,000円

総

事

業

費

14,125

妥

当

性

　障害のある子供への早期からの支援は、子供の健

やかな成長と発達にとって重要であり、適切な時期

に支援を実施することの必要性は高い。児童発達支

援センターには、専門的な発達支援・家族支援、相

談支援、事業所への助言などの様々な機能が求めら

れている。子供の将来に向けた成長を支援するた

め、児童発達支援センターの、地域における中核的

な支援機関としての役割は非常に大きい。以上の観

点から、児童発達支援センターの円滑な運営に向

け、市が支援を行っていくことの妥当性は高い。

　東京都の障害者施策推進区市町村包括補助事業

「児童発達支援センターサービス推進事業」を活用

して実施する。補助基準額を都補助基準と同額に設

定することにより、10／10の補助となることか

ら、市の費用負担は生じない。

0

99

14,224

区分
令和7年度

経費概要(千円)

事務事業の分析

（所管課長評価）
評価コメント及び指示事項



所管部課 福祉健康部・高齢福祉介護課

№ 事務事業名 事務事業の内容等

　ケアプランデータ連携システム活用促進

事業の実施
事業費

背景・目的 人件費

合計

国庫支出金

都支出金

市債

その他特定財源

一般財源

合計

A

　－

692

　国は、令和５年度より、居宅介護支援事

業所（ケアマネジャー）及び居宅介護サー

ビス事業所の事務負担軽減を図ることを目

的として「ケアプランデータ連携システ

ム」（以下、「システム」とする。）の運

用を開始した。しかし、システムの普及が

進んでおらず効果が十分に発揮されていな

いため、市が導入に要する経費を補助する

ことによりシステムの活用を促進する。

※ケアプランデータ連携システムとは

　国が運営する、居宅介護支援事業所（ケ

アマネジャー）と居宅介護サービス事業所

とのケアプランのやりとりを、オンライン

で完結でさせるシステム。これにより郵送

やFAXの手間、サービス提供票等への転記

ミス等を削減し、業務時間やコスト等を削

減する効果が期待される。また、国が別に

整備を進める全国医療情報プラットフォー

ムの一部である「介護情報基盤」との統合

について検討が進められている。

9,192

財

源

内

訳

0

8,500

0

効

率

性
（

手

法
）

9

　市内の居宅介護支援事業所、地域包括

支援センター及び居宅介護サービス事業

所が負担するシステム年間ライセンス料

及びシステムの利用に必要な介護ソフ

ト、情報端末（PCまたはタブレット端

末）の導入経費を補助する。補助事業所

は計50事業所とする。システム導入にあ

たりコンサルタントによる伴走支援を実

施し、希望があった事業所の支援を行

う。

①システム年間ライセンス料：補助上限

額2万円

②介護ソフト及び情報端末経費：補助上

限額10万円　※情報端末は１事業所につ

き１台とする。

③伴走支援：1事業所につき5万円

予定事業費　（2万円＋10万円＋5万

円）×50事業所＝850万円

総

事

業

費

8,500

妥

当

性

　ケアプランデータ連携システムは居宅介護支援事

業所（ケアマネジャー）及び居宅介護サービス事業

所の事務負担軽減を目的として国が運用しているシ

ステムであり、有効活用するには居宅介護支援事業

所（ケアマネジャー）及び居宅介護サービス事業所

の双方で導入する必要がある。市内におけるシステ

ムの普及を積極的かつ面的に進めるためには、市が

推進に向け支援する必要がある。

　東京都のケアプランデータ連携システム活用促進

事業補助金を活用して実施する。また、補助上限額

を都補助基準と同額に設定し、上限額を超過する分

は受益者負担を求め実施することで、市の財源負担

なしで補助を行うことができる。

0

692

9,192

区分
令和7年度

経費概要(千円)

事務事業の分析

（所管課長評価）
評価コメント及び指示事項



所管部課 福祉健康部・障害福祉課

№ 事務事業名 事務事業の内容等

　窓口業務における多言語対応・音声筆談

機能搭載タブレット端末の導入
事業費

背景・目的 人件費

合計

国庫支出金

都支出金

市債

その他特定財源

一般財源

合計

A

・導入に当たっては、福祉健康

部全体の必要性や筆談対応の件

数等を把握しておく必要があ

る。

・他部署で導入している既存シ

ステムを共有することも検討す

ること。228

　障害者情報アクセシビリティ・コミュニ

ケーション施策推進法の施行により、障害

者の情報取得・利用・意思疎通に係る施策

の推進が求められている。また、障害者差

別解消法に基づき、行政機関には合理的配

慮の提供が義務付けられており、同法第5条

では環境の整備に努めることとされてい

る。

　福祉の窓口では、多くの手続きがあり専

門用語も使用されることから、障害者、高

齢者、外国籍市民など多様なニーズへの配

慮が必要である。

　転入手続きと同時に来庁する外国籍の方

については外国籍市民支援員との調整がで

きないことから、手続内容の理解が困難な

場合がある。また、聴覚障害のある方につ

いては地域の登録手話通訳者の減少が課題

となっている。さらに、聞こえづらい方に

対しては大きな声での対応が必要となる

が、別室の確保や筆談での対応が困難な場

合、周囲に個人情報が洩れてしまう懸念が

ある。

　これらの状況を改善するため、多国語対

応・音声筆談機能を搭載したタブレットを

導入し、円滑なコミュニケーションによる

利用しやすい窓口環境の整備を図る。持ち

運び可能な端末により訪問による対応にも

活用する。

1,081

財

源

内

訳

0

480

0

効

率

性
（

手

法
）

10

　福祉健康部の窓口での手続や相談等の

対応に使用するため、多言語対応・音声

筆談機能及び手話通訳機能を搭載したタ

ブレット１台を導入する。

①初期費用：100,000円（初回のみ）

②維持費　：基本料　20,000円（月

額）、ライセンス料　20,000円（月

額）、手話通訳利用料　10,000円（月

額）、端末レンタル料　6,250円 （月

額）   ※全て税抜き

総

事

業

費

853

妥

当

性

　多言語対応・音声筆談機能を搭載したタブレット

の導入は、複雑な手続きが多い福祉窓口において、

言語や聴覚による課題を軽減し、市民の窓口対応時

間短縮や手続き内容の理解促進につながると考えら

れる。また、職員と市民の双方にとってコミュニ

ケーションが取りやすくなることで、手続きの正確

性向上や誤解によるトラブルの減少も期待できる。

多様な市民ニーズに対応する手段として、妥当な取

組と考えられる。

　機器導入初年度については、維持管理費を含めて

補助金を活用予定である。タブレットの導入は、デ

ジタル化による事務の効率化につながり、時間短縮

など、市民・職員双方の負担を軽減することによ

り、市民サービスの向上を図る。

　また、タブレットは窓口利用以外に、持ち運びが

可能であるものを想定しており、訪問による相談や

認定調査等の効率化にも効果があると考えられる。

0

601

1,081

区分
令和7年度

経費概要(千円)

事務事業の分析

（所管課長評価）
評価コメント及び指示事項



所管部課
子ども家庭部・こども家庭セン

ター

№ 事務事業名 事務事業の内容等

　産婦健康診査・１か月児健康診査に係る

費用の助成制度の実施
事業費

背景・目的 人件費

合計

国庫支出金

都支出金

市債

その他特定財源

一般財源

合計

A

　ー

115

【背景】

　産後うつ等の予防や乳児の健康支援を図る観点

から、国は平成29年度から「産婦健康診査」の補

助事業を、また、令和5年度から「１か月児健康

診査」の補助事業を開始し、早期の全国展開を図

ることとしている。しかし、産婦健康診査と１か

月児健康診査は、主に出産した医療機関等で実施

されており、居住自治体以外での出産が約半数を

占めることから、これまで単独自治体での公費助

成が進まなかった現状がある。

　妊婦健康診査（14回分）等の公費助成について

は、都内共通の受診票方式により、すべての市区

町村が実施していることから、東京都は、妊婦健

康診査と同様に、都内共通の受診票方式による広

域的な実施体制の整備を目的とした検討会を立ち

上げ、令和8年10月から都内全域で開始できるよ

う準備を進めている。

　このことから、市においても、広域的な都内共

通の受診票方式により産婦健康診査と1か月児健

康診査の公費助成を実施し、妊娠期から出産・育

児にわたる切れ目のない支援の充実を図る。

【目的】

〇産婦健康診査費助成

　出産後間もない時期の産婦に対し、母体の身体

的機能の回復、授乳状況、精神状態の把握等を行

う健康診査費用を補助することで、産後うつや新

生児への虐待予防を図る。

〇１か月児健康診査費助成

　乳児に対して身体発育状況や栄養状態の把握、

身体異常の早期発見等を行う健康診査費用を補助

することで、出生後からの切れ目のない健康診査

の実施体制を整備する。

　

2,770

財

源

内

訳

1,327

415

0

効

率

性
（

手

法
）

11

【対象者】

出産後間もない時期の産婦、１か月児

【内容】

産婦健康診査及び１か月児健康診査にか

かる費用について、一定額を助成する。

産婦健康診査：１回当たり5,000円　＊

２回まで（年間３００人分を想定）

１か月児健康診査：１回当たり6,000円

＊１回まで（年間３００人分を想定）

＊助成額は、国の補助単価を基準とす

る。

【助成方法】　受診票の交付　＊里帰り

出産の場合は償還払い

【周知】　妊娠届出時に個別に案内する

ほか、市公式サイト、広報はむら等

【その他】　健診に係る費用を助成する

ものであり、医療保険適用分は対象外

総

事

業

費

2,655

妥

当

性

　東京都において、産婦健康診査及び１か月児健康

診査の都内共通受診方式導入に向けた検討会を設置

し、妊婦健康診査の方式をベースに具体的なスキー

ムを議論しており、令和８年１０月の新制度開始に

向け準備を進めている。

　産婦健康診査による産後うつ予防や新生児への虐

待予防、１か月児健康診査による疾病及び異常の早

期発見や適切な指導は大切であり、都内共通受診方

式の導入に合わせ市が両健康診査の経済的負担軽減

を図ることは妥当である。

　国・東京都の補助金の活用により市の負担の低減

を図り、国の母子保健医療対策に即した事業を展開

できると考える。

　産婦健康診査及び１か月児健康診査費用の助成制

度を追加することで、出産直後からの健康診査の充

実を図っていく。

　通常の妊婦健康診査に準じた都内共通の受診方式

を採用し、里帰り出産の場合においては、償還払い

による対応が最適である。

0

1,028

2,770

区分
令和7年度

経費概要(千円)

事務事業の分析

（所管課長評価）
評価コメント及び指示事項



所管部課 子ども家庭部・子育て支援課

№ 事務事業名 事務事業の内容等

　児童館の開館時間延長による中・高校生

世代の居場所づくり事業の試行実施
事業費

背景・目的 人件費

合計

国庫支出金

都支出金

市債

その他特定財源

一般財源

合計

A

　ー

1,812

　児童館は、18歳未満のすべての子供を対

象に、地域における遊び及び生活の援助と

子育て支援を行い、子供の心身を育成し情

操をゆたかにすることを目的とする、児童

福祉法に基づく児童厚生施設である。

　「こども基本法」（令和4年法律第77

号）及び「こどもの居場所づくりに関する

指針」（令和5年12月22日閣議決定）が制

定・施行されたことにより、児童館はこど

もの居場所としての更なる機能強化が期待

されており、令和6年12月3日（令和7年4月

1日施行）に「児童館ガイドライン」が改正

された。改正「児童館ガイドライン」で

は、「こどもの居場所の提供」として、児

童館は、中・高校生世代も利用できる施設

であり、受入れに際しては、開館時間など

実際に利用可能な環境づくりに努める必要

があると規定された。

2,372

財

源

内

訳

0

0

0

効

率

性
（

手

法
）

12

　羽村市の児童館３館は、4月～9月は午後5

時、10月～3月は午後4時30分までの開館とし

ており、中・高校生世代の利用はあるものの、

小学生及び未就学児を育てる親子の利用が大半

の状況となっている。令和６年２月に実施した

児童館利用者アンケートにおける中・高校生世

代の回答では、現状の児童館に対する満足度は

82.6％と高い結果であったものの、71.6％が

開館時間の延長を希望する状況であった。

　また、その他のアンケート結果などから、

中・高校生世代は、「自分一人で」又は「友だ

ちと」好きなことをしながら自由に過ごしたい

と考えている傾向を把握している。

　これらのアンケート結果や国の児童館ガイド

ラインの改正を踏まえ、令和８年度からの試行

実施として、各児童館で１週間に１日（３館延

長する曜日は別とする）開館時間を２時間～

2.5時間延長し、中・高校生世代の利用推進に

取り組む。実施期間中の利用状況の確認やアン

ケート等をもとに、実施状況を検証し、公共施

設再配置構想に基づく個別再配置計画に反映し

ていく。

【実施内容】

週１回：開館時間の延長（閉館時間を午後７時

までとする）

　4月1日から9月30日　午前9時から午後5時

⇒　2時間延長

　10月1日から3月31日　午前9時から午後4

時30分　⇒　2.5時間延長

実施日（案）：中央児童館（月曜日）、西児童

館（水曜日）、東児童館（金曜日）に延長する

対応職員２名（各館における現行配置職員によ

るローテーション勤務）

人件費：４月～３月　259,680円

実施内容：

①延長時間は「中・高校生世代タイム」とす

る。

②勉強できるスペースとフリースペースの確保

③中・高校生世代が遊べるボードゲームや雑誌

等の導入（消耗品費100,000円×3施設＝

300,000円）

④不安や悩みを抱える子供の声を聞き、こども

家庭センター等につなぐ

総

事

業

費

560

妥

当

性

　児童館は、児童の権利に関する条約に掲げられた

精神及び児童福祉法並びにこども基本法の理念に則

り、こどもの心身の健やかな成長、発達及びその自

立が図られることを地域社会の中で具現化する児童

厚生施設である。「児童館ガイドライン」が改正さ

れ、中・高校生世代が実際に利用可能な環境づくり

に努めることとされており、市が実施することが妥

当である。中・高校生世代の意見を聴取し、実施事

業に反映していくよう取り組む。

　令和８年度からの試行実施に取り組む中で、利用

状況や利用者の意見聴取、実施状況の検証を行い、

公共施設再配置構想に基づく個別再配置計画等の策

定に取り組んでいく。

　併せて、国や東京都の補助金を活用し、こども計

画に位置付けた市の既存の公共施設等を活用した子

供の居場所づくりに取り組むことで、子供・若者が

安心して過ごせる多様な居場所の創設を検討してい

く。

0

2,372

2,372

区分
令和7年度

経費概要(千円)

事務事業の分析

（所管課長評価）
評価コメント及び指示事項



所管部課
子ども家庭部・こども家庭セン

ター

№ 事務事業名 事務事業の内容等

　バースデーサポート事業の充実
事業費

背景・目的 人件費

合計

国庫支出金

都支出金

市債

その他特定財源

一般財源

合計

A

　出生順位の確認について、事

業者と協力して円滑に実施する

こと。

99

　本事業は、子供を産み育てる家庭を応

援・後押しするため、１歳前後の子どもが

いる家庭に対し、育児用品等の提供による

経済的支援とアンケートを通した悩み相談

など伴走型相談支援を一体的に実施するこ

とにより、妊娠・出産・子育て期を切れ目

なく支援することを目的としている。

　令和2年度から子供一人当たり1万円分の

カタログギフトを配布する事業として開始

し、令和６年度から子供一人当たり６万円

分のクオカードペイを配布している。

　令和８年度からは、都補助上限に準じて

第１子６万円、第２子７万円、第３子以降

８万円とし、出生順位に応じた金額設定を

設けることにより、子育て支援サービスの

更なる充実を図る。

27,796

財

源

内

訳

0

27,697

0

効

率

性
（

手

法
）

13

【対象者】

1歳の誕生日を迎える子供を育てる家庭

であり、アンケートに回答のあった方

【内容】

対象児童へ東京子育て支援専用クオカー

ドペイを配布（子育て支援に関連する加

盟店のみで利用可能）

＊第１子６万円、第２子７万円、第３子

以降８万円

＊令和６年度妊娠届の出生順位別の状況

から第１子１６０人（４５％）、第２子

１４０人（４０％）、第３子以降５０人

（１５％）の計３５０人を見込む

総

事

業

費

27,697

妥

当

性

　健診など行政が関わる機会が少ない１歳前後の子

どもがいる家庭に対し、育児パッケージの配付によ

る経済的支援や子育て支援の情報提供、家庭状況の

把握を行うなど相談支援体制の強化を図ることがで

きるため、市が実施する必要がある。

　また、出生順位に応じた金額設定をしている自治

体が増えていることや、子供・子育てに関する調査

（R5実施）においても、子育てに関する経済的支援

を望む声が多いことから、事業のレベルアップを図

る必要がある。

　引き続き委託により実施することで、案内の発送

事務やアンケート集計などの業務の効率化を図る。

　また、都の補助金の活用により市の負担の低減を

図り、都の出産子育て応援事業等に即した事業を展

開できると考える。
0

99

27,796

区分
令和7年度

経費概要(千円)

事務事業の分析

（所管課長評価）
評価コメント及び指示事項



所管部課 まちづくり部・建築課

№ 事務事業名 事務事業の内容等

　空家等対策計画の策定

事業費

背景・目的 人件費

合計

国庫支出金

都支出金

市債

その他特定財源

一般財源

合計

A

　空家となっている土地の所有

者の相続人が見つからない「所

有者不明土地」が社会的にも問

題となっている。委託業者に相

続人調査の権限が付与されてい

るかどうか、法的根拠を確認す

ること。109

　少子高齢化に起因する人口減少の時代に

あって、全国的に空家が増加し、適切に管

理されず放置された空家が周辺に悪影響を

及ぼす社会問題が深刻化している。

　空家等対策の推進に関する特別措置法に

基づき、空家に関する対策を総合的かつ計

画的に実施するため「空家等対策計画」を

策定する。

16,180

財

源

内

訳

8,036

5,357

0

効

率

性
（

手

法
）

14

【令和８年度】

●市内全域の空家について、以下のとおり調査を

委託により実施する。

「１次調査」

　市内の全ての建築物に対して、電気・ガスの使

用状況、水道の閉栓状況、その他建物の管理状況

（生活感がある､庭がきれい等）により空家かど

うか調査を実施

　※住宅・土地統計調査によると約15,000棟

「２次調査」

　１次調査で特定した空家について、建築物の倒

壊、屋根や衛生設備の劣化状況等の詳細な調査を

実施

「空家所有者の意向調査」

　空家所有者に対し、現在の利用状況、今後の意

向等について、郵送によるアンケート調査を実施

「空家台帳の作成」

　現地調査結果と空家所有者へのアンケート調査

結果をもとに、空家関連情報を整理した空家台帳

の作成（町丁目別、分布状況、建築用途別等）

●「空家等対策計画」を策定するために必要とな

る外部検討委員会及び庁内検討委員会の委員を選

定する。

　※外部検討委員会（案）：学識経験者、弁護

士、不動産事業者、建築士、福生警察署、羽村消

防署、市民等

　※庁内検討委員会（案）：まちづくり部長、企

画政策課長、総務課長、課税課長、防災安全課

長、環境政策課長、都市計画課長、建築課長

【令和９年度】

●「空家等対策計画」策定のための外部検討委員

会及び庁内検討委員会を設置する。

●外部検討委員会及び庁内検討員会を、それぞれ

４回程度実施し、「空家等対策計画」を策定す

る。

　※外部検討員会及び庁内検討員会に必要な資料

の作成、各委員会の運営支援等については委託に

より実施する。

●空家対策計画の主な内容は以下のとおりであ

る。

　①空家の調査に関する事項

　②所有者等による空家の適切な管理の促進に関

する事項

　③空家及び除却した空家に係る跡地の活用

　④管理不全空家や特定空家等に対する措置・対

処に関する事項

　⑤住民等からの空家に関する相談への対応に関

する事項

総

事

業

費

16,071

妥

当

性

　法定計画である空家等対策計画を策定するための

事業であることから、市町村が実施することが妥当

である。

　国は、今後の空家増加を予測しており、早急な基

礎調査の実施が不可欠である。

　また、多摩地域26市中22市が既に計画を策定済

みであり、当市においても取り組む必要がある。

　国・都の補助金を活用により、市の負担は委託事

業費の６分の１程度となり、効率的な事務の執行が

可能である。

0

2,787

16,180

区分
令和7年度

経費概要(千円)

事務事業の分析

（所管課長評価）
評価コメント及び指示事項



所管部課 まちづくり部 都市計画課

№ 事務事業名 事務事業の内容等

　統合型及び公開型GIS（地理情報システ

ム）の導入
事業費

背景・目的 人件費

合計

国庫支出金

都支出金

市債

その他特定財源

一般財源

合計

A

　－

1,510

　官民データ活用推進基本法では、国及び

地方公共団体が自ら保有する官民データに

ついて、国民がインターネット等を通じて

容易に利用できるよう必要な措置を講じる

ことが義務づけられており、地方公共団体

はオープンデータ化を推進することが求め

られている。

　また、自治体デジタル・トランスフォー

メーション（DX）推進計画では、自治体に

おいては、まずは、自らが担う行政サービ

スについて、デジタル技術やデータ、AI 等

の活用により、住民の利便性を向上させる

とともに業務効率化を図り、人的資源を行

政サービスの更なる向上につなげていくこ

とを求めている。

　これらの主旨を踏まえ、市が紙冊子で保

有している道路管理台帳図や下水道台帳

図、データで保有する用途地域図や生産緑

地地区図などをGIS化し、インターネット等

を通じて公開することで住民サービスの向

上を図るとともに、電話や窓口業務の削減

による業務効率化を図るものである。

　また、発災時における東京都等からの受

援が迅速に行われるよう、GISにより市内の

被害状況等について東京都と情報共有を図

ることが必要となっている。

34,280

財

源

内

訳

0

0

0

効

率

性
（

手

法
）

15

　GIS（地理情報システム）は、位置や空間に

関する情報をコンピュータ上で重ね合わせて分

析し可視化するシステム技術である。電子地図

上に様々なデータをレイヤー（層）として重ね

ることで、データの関連性の把握やその分析に

より都市計画施設や道路、上下水道などのイン

フラ施設の管理や災害時の防災計画など、幅広

い分野で活用が可能である。

●導入するシステム

【統合型GIS】（同時接続ライセンス数20）

　各部署が保有する地理情報に紐づく行政情報

を組織横断的に活用するためのシステムであ

り、公開型GISと連携するための基盤となるシ

ステムである。また、行政情報の一元管理を行

うことで業務の効率化が図られる。

（統合型GIS導入作業）

・既存shapeデータ（形状情報を持ったデー

タ）の取込（用途地域図など25レイヤー）

・紙冊子(資料)のshapeデータ化作業（道路管

理台帳図、下水道台帳図など20レイヤー）

・エクセルデータのGISシステムへの入力作業

・住宅地図の取込作業（同時閲覧可能数10）

【公開型GIS】

　市民、事業者等が、インターネットを介して

電子地図上にプロットした行政情報を閲覧取得

できるシステムある。統合型GISにおける行政

データの一部をインターネット上に公開する。

（公開型GIS導入作業）

・統合型GISの取込データの中から公開可能

データと庁内管理用データの仕分け作業

・公開型GISと統合型GISにおける公開可能

データ連携作業（40レイヤー）

総

事

業

費

32,770

妥

当

性

　統合型GISは、発災時における東京都との情報共

有ツールとして、被災状況の相互確認、状況把握を

迅速かつ円滑に行うことができ、都からの迅速な災

害支援を受けられるように、市が導入することに妥

当性がある。

　また、市が保有する地理的情報を公開型GISを通

じて提供することにより、市民及び事業者等が窓口

に来庁することなく、インターネット等を介して常

時、行政情報の入手が可能となることから、市が実

施することの妥当性が高い。

　発災時には、統合型GISとDIS（東京都災害情報シ

ステム）メールを活用することで、市内の被災状況

等について東京都との迅速な情報共有を図ることが

できる。

　また、GISの導入により、庁内の地図情報データ

の一元管理や組織横断的な活用が可能になるととも

に、紙書類のデータ化によって、システム上での過

去資料（データ）の簡易検索が実現するなど、業務

効率化と書庫等の保管スペースの縮小に寄与する。

　公開型GISの導入では、市民や事業者がインター

ネットを介して地図データに紐づく行政情報を入手

でき、窓口への来庁を必要としない「行かない窓

口」環境が整備でき、市民サービスの向上が図られ

る。

　さらに、統合型GIS導入経費の一部には、特別交

付税が充当可能である。

7,300

26,980

34,280

区分
令和7年度

経費概要(千円)

事務事業の分析

（所管課長評価）
評価コメント及び指示事項



所管部課 まちづくり部・土木課

№ 事務事業名 事務事業の内容等

　路面下空洞調査実施計画の策定

事業費

背景・目的 人件費

合計

国庫支出金

都支出金

市債

その他特定財源

一般財源

合計

A

　今般の社会情勢を踏まえ、最

優先となる市役所通りは、令和

10年度からではなく、令和9年

度からの実施について検討する

こと。252

　令和7年1月の埼玉県八潮市における道路

陥没死亡事故の発生以降、市民などから道

路陥没に対する心配の声や調査の必要性が

求められている。

　本調査は、平成26年度に民間事業者によ

り市道の一部において試験的に空洞調査に

行い、空洞1箇所を発見し道路補修を実施し

た経緯があり、一定の効果があったものと

捉えている。

　本調査における空洞の早期発見による道

路陥没事故の未然防止、道路機能の維持保

全及び道路利用者の安全の確保を目的とし

て、「路面下空洞調査実施計画」を策定す

る。

252

財

源

内

訳

0

0

0

効

率

性
（

手

法
）

16

　市は、約150㎞の市道を管理してお

り、令和8年度は、市道のうち特に重要

となる「緊急輸送道路」「復旧優先道

路」「幹線道路」を中心として、調査路

線の選定を行い実施計画を策定する。

＜スケジュール＞

【令和8年度】実施計画策定

【令和9年度】国庫補助要望

【令和10年度】路面下空洞調査実施

総

事

業

費

0

妥

当

性

　平成24年に発生した中央自動車道笹子トンネル天

井板落下事故を発端とし、道路や橋梁等をはじめと

したインフラ施設の老朽化対策への取組として、5

年ごとの点検を行うことが法定化され、市において

も橋梁や法面などの点検を実施している。

　また、埼玉県八潮市で発生した道路陥没死亡事故

を始めとし、陥没を誘発した原因とされる管きょの

老朽化など、インフラ施設への対策や点検が羽村市

に限らず全国的に急務となっている。

　市道における道路陥没状況の有無を把握し、陥没

事故の未然防止、道路機能の維持保全、道路利用者

の安全確保の観点から道路管理者である市が本実施

計画を策定し、調査を実施することは妥当である。

　本実施計画は、市職員により直営にて策定に取り

組む。

　また、上下水道部を始め、各占用企業者と連携

し、路線の選定や調査範囲など情報交換を図り効率

的な計画策定に向けた取り組みを進める。0

252

252

区分
令和7年度

経費概要(千円)

事務事業の分析

（所管課長評価）
評価コメント及び指示事項



所管部課 まちづくり部・土木課

№ 事務事業名 事務事業の内容等

　動物公園飼育環境整備推進事業（動物獣

舎整備及び備品等の購入）
事業費

背景・目的 人件費

合計

国庫支出金

都支出金

市債

その他特定財源

一般財源

合計

A

　獣舎の改修については、令和

7年度に策定予定の動物公園の

管理運営計画も踏まえ、計画的

に実施すること。

314

　動物公園における動物の飼育・展示にお

いては、アニマルウェルフェア（動物福

祉）への配慮が求められており、飼育・展

示環境の向上や医療体制の整備に取り組ん

でいく必要がある。

　現状では、動物公園の獣舎の多くが開園

当時に建設され老朽化が進んでいるととも

に、アニマルウェルフェア規定が整備され

る以前の仕様のため、現在の基準に適合し

ていない状況である。

　加えて、老朽化による獣舎の修繕費や物

価高騰による動物飼育費の増加により管理

運営費が増大し、アニマルウェルフェアに

取り組むための財源が不足している状況で

ある。

　一方で、動物公園には多くの根強いファ

ンがおり、遊具の寄付やボランティア活動

等により支えられている。

　他園では、サポーター制度として動物飼

育展示に係る寄付金や支援者参加型のプロ

グラムに取り組んでいる事例がある。

6,314

財

源

内

訳

0

0

0

効

率

性
（

手

法
）

17

【概　要】動物獣舎の整備、給餌設備、遊具等

の備品購入において、クラウドファンディング

を活用し、アニマルウェルフェアの向上や獣舎

の老朽化対策を図る。また、新たな動物公園

ファンを獲得し、共創による動物公園づくりを

推進することで、持続可能な動物公園の管理運

営に繋げる。

【対象者】市民、既存・新規ファン、全国の動

物愛好家

【手　法】寄付型クラウドファンディング

※手数料寄付者負担型、掲載料無料、All-in方

式（寄付1件達成時点で成立となる方式）

【返礼品】動物公園オリジナルグッズ、特別ツ

アーガイド等（返礼品なしも選択可）

【事業規模・数量】

〈令和8年度〉目標金額：420万円

　➢第1期：アメリカビーバーの獣舎拡張

（210万円）

 ・既存獣舎の隣接地に獣舎を拡張し、飼育展

示面積を現状の4倍に拡大

 ・1頭当たりの面積拡大により、自然本来の行

動を観察できる展示を実現

 ・蛇かごを使用した外壁及び展示ガラスの設

置（ビーバーのダムと羽村の堰をイメージ）

 ・水場プールの設置（目標額を上回った場合

の次の目標）

 ・クラウドファンディングに加えて、参加型

整備として看板制作や丸太かじり台設置

 ・本事業の事業立案、運営、整備設計は産官

学連携により実施

　➢第2期：遊具等の備品購入（210万円）

 ・遊具や給餌器等の備品購入による飼育環境

の向上

〈令和9年度以降〉

　令和8年度に策定する「羽村市動物公園管理

運営計画」に基づき、取組を進めていく。

総

事

業

費

6,000

妥

当

性

　本事業は市単独費を抑制しつつ、施設の老朽化対

応やアニマルウェルフェアの向上に取り組むことが

でき、また公共施設として教育的・社会的価値の向

上に資する契機となる。

　このことから、動物公園が抱える様々な課題の解

決に向けた手法として、クラウドファンディングを

活用した市による実施は適切かつ妥当である。

　本事業は、民間のクラウドファンディングプラッ

トフォーム運営事業者との連携による実施を想定し

ている。事業掲載に係るWEBページの作成・運営

は、運営事業者が全て行い、手数料は支援者負担方

式のため、職員の事務負担及び市の財政負担を最小

限に抑制して、実施可能である。

　ただし、獣舎整備の設計・監理、備品購入の発注

業務については、市の事務事業として実施する必要

がある。

4,200

2,114

6,314

区分
令和7年度

経費概要(千円)

事務事業の分析

（所管課長評価）
評価コメント及び指示事項



所管部課 まちづくり部・土木課

№ 事務事業名 事務事業の内容等

　小規模公園機能転換事業

事業費

背景・目的 人件費

合計

国庫支出金

都支出金

市債

その他特定財源

一般財源

合計

A

　事業の実施に当たっては、開

発行為に伴う緑化事業の基準に

ついて、よく確認すること。

795

　市の公園は、昭和40年代から昭和50年代

にかけて集中的に整備され、現在71箇所を

数える。これらの公園のうち約7割が供用開

始から30年以上を経過しており、施設の老

朽化及び樹木の高木化等により維持管理費

が増加しているほか、これらの公園施設・

設備の更新を検討する必要がある。

　中でも課題となっているのが、全体の3割

を占める民間の宅地開発事業により提供さ

れた小規模公園である。小規模でありなが

ら多様な機能を有するため維持管理負担が

大きく、公園間の移動や作業の段取り替え

による作業効率の低下を招いている。

　加えて、利用実態調査では、供用開始時

には周辺の子育て世帯の利用があったもの

の、子育て世帯の減少及び高齢化等の人口

構成の変化により利用率が著しく低い状況

である。

　一方で、これらの公園周辺には多様な機

能を有する中規模な公園が適正に配置され

ている。

　このような現状を踏まえ、今後はこれら

の小規模公園を対象に、公園機能を絞り管

理負担軽減に向けた機能転換による再整備

を行うことで、利用率や市民ニーズの高い

中規模な公園の管理水準の向上を図るもの

である。

6,295

財

源

内

訳

0

0

0

効

率

性
（

手

法
）
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【概　要】

　利用実態調査の結果に基づき、令和8年度か

ら3箇年計画で小規模公園8か所を対象に、維

持管理の効率化と地域ニーズに対応した公園機

能の転換を図る再整備を行う。

【対象公園】

・ひので児童公園 358㎡（昭和55年供用開

始、羽4136番7外）

・さつき児童公園 324㎡（昭和62年供用開

始、双葉町三丁目1175番49）

・すみれ児童公園 112㎡（昭和53年供用開

始、神明台四丁目3番44）

※令和9年度以降対象公園（予定）

・うさぎ児童公園 290㎡（昭和57年供用開

始・小作台四丁目7番地10）

・こでまり公園 255㎡（平成13年供用開始・

栄町一丁目9番99）

・こじか児童公園 346㎡（昭和54年供用開

始・栄町二丁目6番30）

・コスモス児童公園 100㎡（平成7年供用開

始・羽加美三丁目1421番38）

・川崎児童遊園 291㎡（昭和44年供用開始・

玉川二丁目1479番１）

【事業規模・数量】

・市民への周知：公園機能転換のための整備に

ついて（令和8年4月）

・具体的な整備内容（令和8年6月～12月）

　➢老朽化している公園施設の撤去（遊具、看

板等）

　➢高中木の伐採、維持管理が容易で緑陰効果

のある中木の植栽（各公園１本程度）

　➢既存施設を活かした休憩場所としての再整

備（ベンチや水飲みの活用・再配置）

　➢既設土系舗装の見直し（除草作業の省力

化）

　➢防災機能の付加（防災かまどベンチや小型

防災倉庫の設置）

総

事

業

費

5,500

妥

当

性

　本事業は、小規模公園における市民ニーズの変

化、施設の老朽化、維持管理費の増加といった課題

に対し、公園に求められる役割や機能を見直し、機

能転換を図るための市の政策判断に基づく公園行政

の根本的な改革であり、かつ現状維持では課題の深

刻化が避けられないことから、市が主体的に実施す

べき事業である。

　本事業は、市の政策判断に基づく市単独事業とし

て実施するものであり、機能転換のための整備の設

計や施工管理、高木伐採及び舗装整備を除く作業に

ついては、市の直営により実施する。整備完了後

は、対象公園の従来の維持管理負担がなくなり、長

期的な財政負担の削減となる。

　また、人員・予算を他の公園に充当できること

で、市全体の公園管理の質の向上に繋げる。
0

6,295

6,295

区分
令和7年度

経費概要(千円)

事務事業の分析

（所管課長評価）
評価コメント及び指示事項



所管部課
上下水道部・上下水道業務課、

上下水道設備課

№ 事務事業名 事務事業の内容等

　上下水道事業包括的民間委託導入可能性

調査の実施 事業費

背景・目的 人件費

合計

国庫支出金

都支出金

市債

その他特定財源

一般財源

合計

A

　事業費が多額であることか

ら、国の補助額（40,000千

円）の範囲内で実施できるよう

工夫すること。

814

　国は、上下水道事業の健全な経営を持続

させるため、民間事業者の技術力や経営に

関する知識を活用できる官民連携（ウォー

ターPPP）を推進している。令和9年度以降

に下水道事業に係る社会資本整備総合交付

金の交付を受けるためには、ウォーター

PPPの導入を決定していること（入札・公

募の開始＝募集要項等の公表）が、必要と

なる。

　当市の上下水道事業を取り巻く環境は、

人口減少等に伴う料金等収入の減少、施設

等の老朽化に伴う更新需要、技術職員の定

年退職等に伴う専門的知識・技術を有する

職員の減少など、厳しさを増しており、将

来にわたり安定的な経営の継続のため、新

たな官民連携方式であるウォーターPPPの

導入可能性を調査・検討する。

　※ウォーターPPP

　水道・工業用水道・下水道における官民

連携の手法の一つであり、公共施設等運営

事業（コンセッション）方式［レベル４］

と管理・更新一体マネジメント方式［レベ

ル３．５］の総称である。

46,189

財

源

内

訳

40,000

0

0

効

率

性
（

手

法
）
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　下水道事業に係る社会資本整備総合交

付金は、令和9年度以降、ウォーター

PPP導入決定済みであることが交付要件

となるため、令和8年度において、補助

金を活用して羽村市上下水道事業の特性

に応じたスキームの立案、事業費の算

定、導入スケジュールの整理、市場調査

の実施など、ウォーターPPP導入可能性

調査を実施する。

・令和8年度：導入可能性調査

・令和9年度：検討、公募準備

・令和10年度：公募（事業者選定）、契

約、引継ぎ

・令和11年度：上下水道事業包括的民間

委託開始（令和20年度までの10年間）

総

事

業

費

45,375

妥

当

性

　上下水道事業に携わる技術職員の定年退職等に伴

い、土木・電気の専門的知識・技術を有する職員が

減少している。新規採用職員の募集を行っても応募

が少ない状況が続いており、今後、さらに人材不足

が見込まれる。また、ウォーターPPPの導入決定

は、下水道事業に係る社会資本整備総合交付金の交

付要件となっている。よって、上下水道事業を取り

巻く課題の対応策の一つであるウォーターPPPにつ

いて、導入可能性調査を実施する必要がある。

　国庫補助金が採択された場合、上下水道事業合わ

せて4千万円（上限額）まで特定財源で賄うことが

できる（都内においては、水道事業を経営している

市町村が限られ、上下水道一体で調査を実施する団

体は他にないことから、採択される可能性が高いと

考えられる）。4,966

1,223

46,189

区分
令和7年度

経費概要(千円)

事務事業の分析

（所管課長評価）
評価コメント及び指示事項



所管部課 上下水道部・上下水道設備課

№ 事務事業名 事務事業の内容等

　公共下水道（雨水）管内面調査の実施

事業費

背景・目的 人件費

合計

国庫支出金

都支出金

市債

その他特定財源

一般財源

合計

A

　事業費が多額であることか

ら、新たな補助の創設等につい

て、国の動向を注視すること。

245

　令和7年1月28日に埼玉県八潮市で発生し

た下水道管路の破損に起因すると考えられ

る道路陥没事故を受けて、国土交通省で

は、2月21日に「下水道管路に起因する大

規模な道路陥没事故を踏まえた対策検討委

員会」を設置した。

　同委員会から今回の事故と同種・同類の

事故を未然に防ぎ、国民の安全・安心が得

られるよう、下水道管路の全国特別調査を

実施すべきとの提言がなされ、国土交通省

は全国の自治体に対し、令和7年度中に下水

道管路の特別重点調査の実施を要請した。

この要請に基づき、本市においても内径2

メートル以上かつ平成6年度以前に設置・改

築された公共下水道（雨水）管778メート

ルの調査を行った。

　市内に布設されている公共下水道（雨

水）管は約67キロメートルあり、その多く

が平成6年以前に布設されていることから、

引き続き計画的な点検調査を実施する必要

がある。

　なお、公共下水道（汚水）管について

は、平成25年度から計画的にテレビカメラ

による内面調査を実施し、予防保全型の維

持管理を推進している。

40,765

財

源

内

訳

0

0

0

効

率

性
（

手

法
）

20

令和7年度

国の要請に基づく大規模管路特別重点調

査　L=1,169メートル（独自調査391

メートル含む）

令和8年度

内径1メートル以上の雨水管（平成6年以

前に設置）　L=約6,600メートル

令和9年度

内径1メートル未満の雨水管　L=約

6,600メートル

～令和17年度

全長約67キロメートル調査完了

総

事

業

費

40,520

妥

当

性

　令和7年1月28日に埼玉県八潮市において下水道

管の破損に起因するとみられる大規模な道路陥没事

故が発生し、尊い人命が失われるとともに、約120

万人が下水道の使用自粛を求められる等、重大な事

態が発生した。この他、上下水道管路の老朽化に起

因するとみられる事故が多数発生しており、上下水

道の安全・安心を再構築するため、下水道管路の調

査を計画的に実施し、市民の安全・安心な生活環境

を確保する必要がある。

　下水道総合計画に基づき、下水道管路（雨水）の

点検に併せ、マンホール蓋や汚水管の点検、補修を

実施し予防保全型の維持管理を計画的に進めること

で、施設の長寿命化と維持管理費の平準化が可能と

なる。

0

40,765

40,765

区分
令和7年度

経費概要(千円)

事務事業の分析

（所管課長評価）
評価コメント及び指示事項



所管部課 生涯学習部・生涯学習総務課

№ 事務事業名 事務事業の内容等

　校内の安全対策設備（門扉の自動解施

錠・インターホン等）の整備
事業費

背景・目的 人件費

合計

国庫支出金

都支出金

市債

その他特定財源

一般財源

合計

A

　ー

1,302

目的：児童・生徒の学校内における安全を

確保することを目的とする。

背景：近隣市において、学校へ不審者が侵

入する事件が発生し、学校の安全につい

て、更なる配慮が求められている。また今

年度、羽村市立小中学校校長会から教育長

に対し、校内の安全対策設備（門扉の自動

施錠・インターホン等）の整備の要望が提

出された。現在、市内の小・中学校にはイ

ンターホン設備が整備されていないため、

来校者は無施錠の門扉を通過し、校舎内に

入っている状況である。学校内への侵入犯

罪に係る防犯対策等をはじめとする安全管

理を徹底するため、門扉の自動解施錠化及

びインターホンの整備が必要である。

21,302

財

源

内

訳

10,000

0

0

効

率

性
（

手

法
）

21

　小・中学校の各1箇所の門扉にイン

ターホン設備と電子錠を整備し、門扉の

自動解施錠化を行い、児童・生徒在校時

は施錠することにより安全を確保する。

利便性確保のため事務室や職員室に制御

器を設置し、学校訪問者についてはイン

ターホン呼出し時、制御器側で解錠可能

とする。

設置工事　200万円/1校　×　10校

総

事

業

費

20,000

妥

当

性

　学校の設置者には、文部科学省が示す学校の安全

管理義務（安全配慮義務）に基づき、適切な防犯対

策を行うことが求められる。

　近隣市において、学校へ不審者が侵入する事件が

発生しており、児童、生徒の安全確保のため、門扉

の施錠管理を適切に行う必要があることから、学校

の設置者として市が安全対策設備を整備することは

妥当である。

　補助率が令和10年度まで時限的に1/3から1/2に

引き上げられている国の補助事業を活用し、効率的

に事業を実施する。既存の門扉を使用して自動解施

錠化を行うことで、工事の期間及びコスト削減を図

る。

0

11,302

21,302

区分
令和7年度

経費概要(千円)

事務事業の分析

（所管課長評価）
評価コメント及び指示事項



所管部課 生涯学習部・教育相談室

№ 事務事業名 事務事業の内容等

　不登校の未然防止のための校内別室支援

の充実
事業費

背景・目的 人件費

合計

国庫支出金

都支出金

市債

その他特定財源

一般財源

合計

A

　―

590

・不登校対策は未然防止・早期支援・継続

対応と併せて長期化させない対応が重要で

あり、別室登校は不登校対策として有効と

されている手段の一つである。

・市では、国や都の補助金を活用した「家

庭と子供の支援員」や「校内別室指導支援

員」の配置により校内別室における支援に

取り組んでいる。

・しかし、全国的に不登校となる児童・生

徒は増加傾向にあり、市においても不登校

となる児童・生徒は令和２年度以降増加

し、都平均よりも出現率が高い状況となっ

ている。（R４年度138人,R5年度188人,R6

年度188人）

・校内別室指導の充実により不登校抑止効

果の向上及び学校ごとの支援対策を強化す

ることで、児童生徒の学びの継続と教育機

会の保障を図ることを目的とする。

・なお、令和７年７月、小中学校校長会か

ら、教育充実のための別室支援の拡充につ

いて要望が示されており、教育現場からの

要望に応えるものである。

15,590

財

源

内

訳

1,330

1,330

0

効

率

性
（

手

法
）

22

〇学校と家庭の連携推進事業「家庭と子

供の支援員」配置時間の拡大（市費加

算）

   いじめ、問題行動、不登校(別室指導・

支援)等の生活指導上の諸課題に対する支

援員

・現行

家庭と子供の支援員の配置時間（実施要

綱上の限度額まで既措置済・報償費）

１校当たり312時間/年間/399千円×10

校＝3,992千円(国1/3、都1/３、市１/

３)

・新規

1校当たり1,218時間/年間（1日6h配置

×203日（標準登校日数））＝  1,500千

円（1,108千円増）

１校1,500千円×10校＝15,000千円

（11,008千円増）

（財源内訳：国都2,660千円　、一般財

源12,340千円）

※１校当たりの額は校長会からの要望も

踏まえ、年間を通じ安定して別室支援を

行う需要額として各校に聴取して算定。

総

事

業

費

15,000

妥

当

性

・全国的に増加している不登校・不登校傾向の児

童・生徒への支援対策は、第一義的には在籍校にお

ける一人一人に応じた適切な個別支援が重要であ

る。不登校の背景には様々な要因があり、児童・生

徒だけでなく保護者支援が必要なケースもあり、状

況に応じて支援時間を弾力的に運用することが妥当

である。

・国は不登校や一斉授業に不適応傾向のある児童生

徒に対し、一人一人にあったペースや方法で他職種

と連携して支援を行う校内教育支援センターの設置

を推進しており、校内別室支援はこの方向性に沿っ

たものであり、妥当である。

・不登校対策は未然防止・早期支援・継続対応と併

せて長期化させない対応が重要である。

・家庭と子供の支援員を市費で増額措置すること

は、学校間で配置時間を増量・減量したり、対象児

童・生徒の状況により弾力的な運用が図れるため、

効率的な手法である。

・令和５～７年度に５校で実施した東京都校内別室

指導支援員配置事業のノウハウ等を活用しながら、

全校で校内別室支援の充実を図っていく。

・不登校や集団生活に不適応傾向のある対象児童・

生徒への学びの継続、教育機会を保障する上で、校

内別室における支援は有効な手法の一つである。

0

12,930

15,590

区分
令和7年度

経費概要(千円)

事務事業の分析

（所管課長評価）
評価コメント及び指示事項



所管部課 生涯学習部・郷土博物館

№ 事務事業名 事務事業の内容等

　まいまいず井戸保全事業

事業費

背景・目的 人件費

合計

国庫支出金

都支出金

市債

その他特定財源

一般財源

合計

A

　樹木剪定に加え、法面の維持

補修についても安全性を確保す

ること。

0

　東京都指定史跡「まいまいず井戸」

（S27.11.3指定）について、東京都文化財

保護条例、羽村市文化財保護条例に基づき

文化財の保全を行う。

1,320

財

源

内

訳

0

660

0

効

率

性
（

手

法
）

23

　井戸の法面に生育している樹木（ケヤ

キ）が大きく成長し、根が法面に拡張し

ているため、台風等で倒れた場合、井戸

の法面や施設に甚大な被害を及ぼすだけ

ではなく、枯れ枝の落下により見学者等

への被害が出る可能性もあることから、

樹木（ケヤキ）の剪定を行い、文化財の

保護及び安全性の確保を図る。

　なお、令和5年度（単年度事業）にも

同様の理由により、井戸内で大きく成長

し市道側にも飛び出していた樹木（エノ

キ）の剪定を行った。

○今後のスケジュール

　①事業計画の採択（内示）※時期未定

　②補助金交付申請書提出（令和8年3月

以降）

　③補助金交付決定（令和8年4月以降）

　④補助事業実施（令和8年度実施）

　⑤実績報告（補助事業完了後）

　⑥補助金交付

総

事

業

費

1,320

妥

当

性

　樹木が倒れた場合、まいまいず井戸の法面等の史

跡部分に甚大な被害が及ぶことが想定され、また、

枯れ枝の落下により見学者等への被害が出る可能性

もある。まいまいず井戸公園は市立公園であり、文

化財保護や安全性確保の観点から、市が実施するこ

とは妥当である。

　過去にも樹木剪定による保全を行っており、東京

都文化財保存事業費補助金（補助率1/2）を活用す

ることで、より少ない費用で文化財の保護及び安全

性を確保することができる。

0

660

1,320

区分
令和7年度

経費概要(千円)

事務事業の分析

（所管課長評価）
評価コメント及び指示事項



所管部課 生涯学習部・生涯学習推進課

№ 事務事業名 事務事業の内容等

　民間事業者による放課後子ども教室事業

の運営（試行実施）
事業費

背景・目的 人件費

合計

国庫支出金

都支出金

市債

その他特定財源

一般財源

合計

A

　地域の担い手が不足している

現状もあるため、指導員の意見

も吸い上げて、より良い取組に

すること。また、学童クラブの

対象学年の拡大とも関連するの

で、併せて検討を進めること。

454

　放課後子ども教室事業は、平成23年度に羽村東

小学校で開室し、平成26年に市内全小学校開室に

拡充、現在は、各校週2日開室している。

　令和5年度に社会教育委員の会議に諮問した

「羽村市放課後子ども教室（はむらっ子広場） に

おける取り組むべき方向性について」に対する答

申では、学童クラブの校内実施に合わせた民間事

業者への委託により運営の効率化やプログラムの

連携充実が期待できることなどから、検討・検証

していく必要があるとされた。

　現在、運営に当たっては主任を含む指導員6人

を各校に配置しているが、指導員の高齢化や担い

手不足などにより、指導員の資質の維持・向上が

課題となっている。

　国では、こどもの居場所づくりに関する指針を

策定しており、地域における子供の居場所づくり

の推進が求められる中で、令和7年度に放課後子

ども教室登録児童の保護者を対象に実施したアン

ケートでは、「開室日数の増加」を求める意見が

多く寄せられた（全体の77％）。社会的な関心・

保護者の意向を踏まえると、小学生世代の放課後

の居場所づくりとして、放課後子供教室の開室日

数を増やすことは急務であるが、開室日数を増や

すにはスタッフの安定的な確保と資質向上が不可

欠である。

　また、こども家庭庁では、「放課後児童対策

パッケージ」により、学童クラブと放課後子ども

教室事業の校内交流・連携を推進している。

　こうしたことから、学童クラブと連携した運営

の効率化と充実、安定的な人材確保と開室日数の

増加の取組、また事務局が担っていた人材採用や

労務管理業務の軽減を図ることを目的として、放

課後子ども教室の運営を民間に委託する取組を実

施する。

4,882

財

源

内

訳

0

2,952

0

効

率

性
（

手

法
）

24

放課後子ども教室事業の運営委託及び開

室日数の増加

対象校：市内小学校1校（富士見小学

校）

実施日：週3日、年間105日程度（現在

週2日）

実施方法：校内実施を行っている学童ク

ラブ事業者に放課後子ども教室事業の運

営を委託

効果検証：試行状況を検証し、検証結果

を踏まえ拡充を検討する。

総

事

業

費

4,428

妥

当

性

　共働き世帯の増加等に伴い子供の安全安心な放課

後の居場所へのニーズが高まっており、指導員の確

保や事業プログラムの充実など、安定かつ充実した

運営を行うためには民間事業者のノウハウを活用す

ることが効率的・効果的である。

　民間事業者への委託に当たっては、国が進める学

童クラブと放課後子ども教室事業の校内交流・連携

の推進を図ることを目的として、子供の見守りや実

施プログラムにおいて学童クラブとの連携に取組こ

とができる。また、委託化により、人材採用や労務

管理などの業務の軽減が見込める。

　事業実施に当たっては、東京都放課後子供教室推

進事業費補助金を活用することができるため、効率

的に実施することができる。

0

1,930

4,882

区分
令和7年度

経費概要(千円)

事務事業の分析

（所管課長評価）
評価コメント及び指示事項



所管部課 生涯学習部・スポーツ推進課

№ 事務事業名 事務事業の内容等

　障害者スポーツ・レクリエーション体験

教室の実施

　［子供の未来を育む「体験活動」推進事

業］

事業費

背景・目的 人件費

合計

国庫支出金

都支出金

市債

その他特定財源

一般財源

合計

A

　ー

585

　はむら総合型スポーツクラブ「はむすぽ」では、

パラスポーツを根付かせていくため、障害者スポー

ツの拠点の一つとして東京都立特別支援学校と連携

し、児童・生徒・地域住民等が参加できる障害者等

を含めたスポーツ・レクリエーション教室を実施

し、障害者スポーツの実施率向上やパラスポーツへ

の興味関心の向上を図っている。

　この事業は、東京都と東京都スポーツ文化事業団

が行う「都立特別支援学校活用促進事業の体験教

室」に、はむすぽが協力団体として協定を締結し令

和6年度まで行ってきたものである。

　市としては、今後も継続的にパラスポーツ事業を

展開していくには、教育部門と福祉部門等が協力の

上、近隣の福祉施設等を想定した参加者やスタッフ

の確保などによる地域に根差した事業を進める必要

があると捉えている。

　東京都では、令和7年6月に「子供の未来を育む

「体験活動」推進区市町村支援事業」を創設し、全

ての子供が自らの希望に応じて多様な体験活動に

チャレンジできる環境づくりに向け、市区町村が行

う地域の実情や子供の意見等を踏まえた学校外にお

ける体験活動を支援し、子供の健やかな成長を育む

こととしている。

　第2期羽村市スポーツ推進計画では、総合型スポー

ツクラブへの活動支援として、市民が主体的に運営

し、多様なスポーツ・レクリエーション事業を展開

するはむすぽの活動を支援することとしている。

　また、スポーツによる共生の取組みとして、障害

者のスポーツ習慣定着への取組みや、スポーツ・レ

クリエーションイベントへの参加を促進し、ともに

生きる社会の実現に取り組むとともに、障害者ス

ポーツの普及に取り組むこととしている。

　このことから、東京都の補助事業を活用し、子供

の体験活動を支援することで障害者スポーツの普及

につながるよう連携して実施するものである。

965

財

源

内

訳

0

380

0

効

率

性
（

手

法
）

25

実施時期：6月、９月、1月頃（令和6年

度実績)

実施場所：東京都立羽村特別支援学校

内容（一例）：ボッチャ（パラリンピッ

ク競技種目）／トランポリン（オリン

ピック競技種目）／フィールドゴルフ・

ラダーゲッター・モルック（ニュース

ポーツ）　など

対象者：障害者及び介護者、スポーツ・

レクリエーションに興味のある小学生以

上

規模：各30人、延９0人（令和6年度実

績70人）

数量：3回／年

手法：一般社団法人はむら総合型スポー

ツクラブはむすぽへ委託

総

事

業

費

380

妥

当

性

　障害の有無に関わらず誰もが参加できる障害者ス

ポーツを通じたインクルーシブなイベントを開催

し、障害者スポーツの実施率向上やパラスポーツへ

の興味関心の向上を図るには、既に事業を実施して

いる「はむら総合型スポーツクラブはむすぽ」と連

携することが効果的かつ効率的である。

　また、本事業の実施財源として活用を見込んでい

る東京都の補助事業は、全ての子供が多様な体験活

動にチャレンジできる環境を提供できるよう、多様

な主体と連携し、地域の実情や子供のニーズを踏ま

え、子供の参画や意見が反映されている体験活動を

実施する区市町村を支援することを目的として令和

7年度に新設されたものである。この補助事業を適

切に活用していくことは妥当である。

　東京都の補助金を活用し、効率的に事業を実施す

る。

　補助事業終了後は、地域の福祉事業所・学校・団

体との連携により実施することで、期間中に蓄積し

た実施方法やノウハウ等によりさらに事業効率を高

め、自主的に継続できるよう体制を整えていく。

0

586

965

区分
令和7年度

経費概要(千円)

事務事業の分析

（所管課長評価）
評価コメント及び指示事項



所管部課 生涯学習部・生涯学習推進課

№ 事務事業名 事務事業の内容等

　地域連携による子供の創造力を育むクリ

エイティブ体験事業

　［子供の未来を育む「体験活動」推進補

助事業］

事業費

背景・目的 人件費

合計

国庫支出金

都支出金

市債

その他特定財源

一般財源

合計

A

　ー

932

　文部科学省は令和4年2月に公表した「教

育進化のための改革ビジョン」において、

今後の施策の方向性に「地域や企業の力を

巻き込んだ学校運営や『リアルな体験』機

会の充実」を掲げ、子供の体験活動を推進

している。

　東京都においても、令和7年6月に「子供

の未来を育む「体験活動」推進区市町村支

援事業」が創設され、全ての子供が自らの

希望に応じて多様な体験活動にチャレンジ

できる環境づくりに向け、市区町村が行う

地域の実情や子供の意見等を踏まえた学校

外における体験活動を支援している。

　市では、プリモホールゆとろぎにおい

て、これまでも地域の企業や団体等と連携

して、子供を対象とした文化芸術体験事業

を実施しているところだが、昨今、子供の

意見を尊重した事業企画や、子供自身が自

分の意思や趣向で選択できる取組がより求

められるようになっている。

　そこで、従来から地域の産官学と連携し

て継続的に実施している事業について、都

補助金を活用して内容を拡充する。事業実

施に当たっては、「子供の創造力を育むこ

と」を共通テーマとした複数分野での体験

活動を提供し、未来を担う子供の主体性と

創造性、子供同士だけでなく地域の大人と

の協調性を養う機会とすることを目的とす

る。

7,824

財

源

内

訳

0

6,892

0

効

率

性
（

手

法
）
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　地域の企業や学校、市民団体と連携し、音楽や

クラフトなど複数分野の体験事業を実施する。

子供が自分の趣向に合った体験活動を選択するこ

とで、主体性と創造性、他者との協調性を養う。

　なお、本事業は、東京都の「子供の未来を育む

「体験活動」推進区市町村支援事業補助金（補助

率10／10）」を活用して実施する。補助金は最

長3年間交付を受けられることから、採択された

場合、令和9年度及び令和10年度の事業内容につ

いては、都度検討する。

（1）吹奏楽とミュージカルのワークショップ・

コンサート

①吹奏楽コンサート

市内小中学校の吹奏楽部等と日本航空高校石川吹

奏楽団の合同コンサート。

対象：小中学生（対象参加者約80人）

実施回数・時期：年1回・7月頃

連携：日本航空高校石川吹奏楽団

②ミュージカルワークショップ

一般募集の子供たちによるミュージカルワーク

ショップ。学校法人日本航空学園が演出・指導。

日本航空高校学校石川ウィングダンスカンパニー

生徒が指導・出演サポート。

対象: 小中学生（対象参加者約30人）

実施回数・時期：10回程度・夏～秋頃

連携：日本航空学園、日本航空高等学校石川ウィ

ングダンスカンパニー

（2）クラフトワークショップ

内容: 身近なものを使い生きる力と遊びを創る

ワークショップ。放課後子ども教室のプログラム

として実施。

対象：小学生（対象参加者約140人）

連携: CASIO計算機株式会社羽村技術センター

実施回数・時期：放課後子ども教室各校1回・通

年

（3）アート・カルチャーワークショップ

内容：地域団体や地域で活動する作家と連携し、

絵画や手芸、陶芸などを身近に体験できるワーク

ショップ。既存事業で実施するワークショップと

も連動し、年間を通じて子供向けワークショップ

を実施する体制を整備する。

連携：羽村市文化協会、TACネットワーク（多摩

地域の現代美術家ネットワーク）

対象：未就学児～小中学生（対象参加者不特定）

実施回数・時期：年4回・通年（既存事業含め年

10回程度ワークショップ実施）

総

事

業

費

6,892

妥

当

性

　実施内容や対象、時期など、多様な選択肢の中か

ら子供自らの意思を尊重して参加することができ、

「こどもまんなか社会」の実現につながるものであ

る。また、地域の企業や学校・団体と連携して実施

するものであり、地域資源の活性化としての効果も

あり、市が実施することに妥当性がある。

　東京都の補助金を活用し、効率的に事業を実施す

る。

　地域の企業・学校・団体との連携により実施する

ことで、地域に事業ノウハウを蓄積することができ

る。補助事業終了後は、期間中に蓄積した実施方法

やノウハウ等によりさらに事業効率を高めるととも

に、有料化や他の補助事業の活用などについても検

討し、事業継続について検討する。
0

932

7,824

区分
令和7年度

経費概要(千円)

事務事業の分析

（所管課長評価）
評価コメント及び指示事項



所管部課
生涯学習部・生涯学習推進課、

図書館

№ 事務事業名 事務事業の内容等

　デジタルとリアルによる人生100年時代

のウェルビーイング向上事業

　［子供・長寿・居場所区市町村包括補助

事業「Choju」メニュー］

事業費

背景・目的 人件費

合計

国庫支出金

都支出金

市債

その他特定財源

一般財源

合計

A

　ー

1,497

　長寿命化により定年後の人生が長期化す

るとともに、定年延長等により60歳以降も

働く人が増加していることを背景に、生涯

学習施設の利用者や利用内容の固定化・高

齢化が進んでいる。

　一方で、人生100年時代の中で学ぶ意欲

を持ち続ける方は多く、心身の健康と社会

的なつながりを持って幸福感・充実感を感

じられる「ウェルビーイング」への関心も

高まっている。また、定年前から、定年後

の学びや地域とのつながりと貢献に興味を

持つ市民もおり、シニア・ミドル層に向け

て、デジタルとリアルを融合して、生涯学

習センターゆとろぎと図書館がさらに居心

地よく学びとつながりの場として充実を図

ること、市民が主体的に活動する生涯学習

社会の実現が求められている。

50,497
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48,920
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　人生100年時代の中、シニア・ミドルが地域でのセ

カンドライフを充実させるため、「学び」と「つなが

り」によるウェルビーイングを向上するための取組を

行うとともに、生涯学習センターゆとろぎと図書館の

居心地の良さを充実させる環境整備を行う。

　実施に当たっては、東京都の「心豊かに暮らし、い

つまでも輝けるアクティブなChōju社会」のビジョン

実現に向け、デジタルや先端技術を活用して高齢者の

QOLを向上させる事業を対象とした補助制度を活用す

る（令和8年度～10年度）。

【主な事業内容】（令和8年度から10年度にかけて段

階的に実施）

◆デジタルとリアルによる「学び」と「つながり」の

場づくり・人づくり

・生涯学習講座・ワークショップ、市民企画による生

涯学習事業等の実施

・生涯学習のプロボノ・ボランティアのネットワーキ

ング（地域の生涯学習の担い手となる人材の発掘と活

動支援等）

◆デジタル活用の環境づくり

・デジタルミニ講座（便利なデジタルツールの紹介等

を既存講座の開催時に合わせて実施）

・デジタル環境整備（Wi-Fi敷設、オンライン会議用

設備等整備）

・デジタル展示室整備（プロジェクターの常設設置、

投影用デジタル映像の制作。施設予約のない日は一般

開放し、新たな居場所・交流の場とする）

◆「ゆとり時間」と「くつろぎ空間」のある集いやす

く、居心地のよい公共空間づくり

・共有空間の充実と拡大（ゆとろぎ・図書館の屋上

デッキに日除け設置、椅子等の更新、ゆとろぎの屋外

照明の充実（交流広場、いこいの場）、飲食が可能な

フリースペースの拡大（喫茶室ウッドデッキエリアリ

ニューアル）等）

・ゆとろぎ情報コーナーの充実・空き空間を利用した

図書館との一体化（フリーライブラリー設置）等

【各年度の実施内容】

令和8年度　生涯学習講座・デジタルミニ講座等事

業・プロボノ人材発掘に向けた調査検討（事業委

託）、デジタル環境整備（Wi-Fi敷設工事、備品購

入）、喫茶室ウッドデッキエリアリニューアル工事、

椅子等の更新

令和9年度　生涯学習講座・デジタルミニ講座等事

業・プロボノ人材活用の仕組みづくり（事業委託）、

展示室プロジェクター設置工事、ゆとろぎ・図書館

ウッドデッキ日除け設置工事、交流広場・いこいの場

照明敷設工事

令和10年度　生涯学習講座・デジタルミニ講座等事

業・プロボノ人材活用仕組みづくり（事業委託）、展

示室投影映像コンテンツ制作、ゆとろぎ屋外照明敷設

工事

総

事

業

費

49,000

妥

当

性

　市民のデジタルツールの活用を促進し、生涯学習

のきっかけづくりや活動の幅を広げる支援を行うこ

とや、市民の多様な生涯学習活動の拠点として、生

涯学習センターゆとろぎと図書館の充実を図ってい

くものであり、市が実施する事業として妥当性があ

る。

　東京都からの支援を受け、他市の同様事例や好事

例などを参考に、東京都の補助事業を活用して効率

的に事業を実施する。

　講座やワークショップ事業、ネットワーキング等

のソフト事業は委託により実施し、民間のノウハウ

を活用し効率的・効果的に事業を実施するととも

に、補助事業終了後も地域人材を中心として事業継

続できるよう人材の育成と仕組みの構築を行う。
0
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所管部課 生涯学習部・生涯学習推進課

№ 事務事業名 事務事業の内容等

　子供参加型鑑賞体験事業

　［子供の未来を育む「体験活動」推進補

助事業］ 事業費

背景・目的 人件費

合計

国庫支出金

都支出金

市債

その他特定財源

一般財源

合計

A

　インクルーシブ映画会につい

て、障害の有無にかかわらず、

すべての子どもを対象としては

どうか。

792

　文部科学省は令和4年2月に公表した「教

育進化のための改革ビジョン」において、

今後の施策の方向性に「地域や企業の力を

巻き込んだ学校運営や『リアルな体験』機

会の充実」を掲げ、子供の体験活動を推進

している。

　東京都においても、令和7年6月に「子供

の未来を育む「体験活動」推進区市町村支

援事業」が創設され、全ての子供が自らの

希望に応じて多様な体験活動にチャレンジ

できる環境づくりに向け、市区町村が行う

地域の実情や子供の意見等を踏まえた学校

外における体験活動を支援している。

　市では、プリモホールゆとろぎにおい

て、子供や親子を対象とした文化芸術鑑賞

事業を継続して実施している。

　文化芸術の鑑賞体験は、多様な表現に触

れることにより発想力や感受性の豊かさに

つながり、新しい文化や価値観への寛容

性、感じたことを言葉や行動で表現する力

の向上につながる。

　また、単に鑑賞する体験だけでなく、出

演者とともに公演に参加することで子供自

身の表現の場となり、音楽や身体の動きに

よる表現力・コミュニケーション力の向上

につながる。

　こうしたことから、都補助を活用して、

毎年度実施している文化芸術鑑賞事業の内

容を拡充して実施する。

1,966
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　本事業は、東京都の「子供の未来を育

む「体験活動」推進区市町村支援事業補

助金（補助率10／10）」を活用して実

施する。補助金は最長3年間交付を受け

られることから、採択された場合、令和

9年度及び令和10年度の事業内容につい

ては、都度検討する。

（1）市民企画による親子コンサート

内　容: ゆとろぎ協働事業運営市民の会

が企画する親子向けコンサート。音楽を

聴くだけでなく、身体を動かしたり、楽

器に触れたりする参加型・体験型コン

サート。

出　演：Everly（小金井市観光大使）

対　象：主に小学生とその保護者（200

人）

企画・運営：ゆとろぎ協働事業運営市民

の会

（2）インクルーシブ映画会

内　容：障害のある子供が、家族と一緒

に映画館と同様の施設で気兼ねなく映画

を見ることができる映画上映会。声を出

したり、途中で席を立つことも可。自分

の楽な姿勢で映画を見られる催しとし、

障害特性を配慮した字幕や会場づくりを

行う。

演　目：未定

対　象：障害のある子供（小学生～高校

生）と家族（30人）

連　携：都立羽村特別支援学校

総

事

業

費

1,174

妥

当

性

　小学生、障害のある子どもなど、様々な子供を対

象として、年代や特性に合った鑑賞体験の機会を創

出するものである。市民ボランティアによる企画運

営により実施することで、事業を通じた地域人材の

活性化と市の文化芸術レベルの向上にもつながるも

のとして、市が実施することに妥当性がある。

　東京都の補助金を活用し、効率的に事業を実施す

る。

　補助事業終了後は、期間中に蓄積した実施方法や

ノウハウ等によりさらに事業効率を高め、他の補助

事業の活用の活用やチケット料金等の見直しを行い

事業の継続について検討する。
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